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件  名 

「大規模な土砂災害」への備えに 
“深層崩壊”に関する調査結果を公表 

～深層崩壊渓流レベル評価マップ～ 

  

概  要 

 

○ 近畿地方整備局では、平成２２年８月に国土交通本省におい

て公表された「深層崩壊推定頻度マップ」における深層崩壊の

発生頻度が「特に高い」と推定される地域を中心に、深層崩壊

の発生の恐れのある渓流レベルの調査を実施しています。 

 

○ 今回、国土交通本省において全国の調査状況について公表し

たところですが、近畿地方整備局管内では次の地域の調査結果

がまとまりましたのでお知らせします。 

  

・紀伊
き い

山地
さ ん ち

（奈良県、和歌山県）の一部 

 ・真
ま

名川
な が わ

流域（福井県）の一部 

 

 なお、本省発表資料は次のＵＲＬにてご参照ください 

http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000552.html 

 

  

取扱い － 

  

配 布 場 所 

近 畿 建 設 記 者 ク ラ ブ  大 手 前 記 者 ク ラ ブ 

和歌山県政記者クラブ  和歌山県地方新聞協会 

和歌山県政放送記者クラブ  奈良県政・経済記者クラブ 

福 井 県 政 記 者 ク ラ ブ   

  

問 合 せ 先 

近畿地方整備局河川部  地域河川調整官  岡山 公雄 

河川計画課長  田中 孝幸 

建 設 専 門 官  木下 篤彦 

直通 06-6945-6355 



 

 

○ 近畿地方整備局では、大規模な土砂災害である「深層崩壊」に関する調査を行っ

ていますが、管内では資料１に示す範囲に於いて調査結果がまとまりましたのでお

知らせします。 

 

 

○ 「深層崩壊」は、記憶の新しいところでは昨年９月の台風１２号により、紀伊山

地の各地で多数発生し、そのうちの一部は河道閉塞を形成し甚大な被害を及ぼしま

した。近畿地方整備局では、現在も河道閉塞箇所の監視や対策工事を進めていると

ころです。 

 

 

○ 今回の調査結果の公表により、国民のみなさまに大規模な土砂災害について、改

めて認識していただくとともに、災害への備えを充実していただきたいと考えてい

ます。 

 

 

○ 今後は、昨年の台風１２号で大きな深層崩壊の被害のあった奈良県で検討してい

る警戒避難に対する検討状況等もふまえ、深層崩壊が発生した場合の影響範囲を推

定する方法などを検討していきます。 

 

 

○ また、市町村の災害への備えの充実（避難場所の選定や施設整備の優先順位の検

討など）に資する検討や、天然ダムの発生可能性の高い地域の把握手法検討等によ

り、土砂災害防止法に基づく「河道閉塞」に関する緊急調査が速やかに実施でき、

市町村による警戒避難の支援等を一層充実させることなどに取り組んでいきます。 
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○ 調査、評価の方法 

 

今回の渓流（小流域レベル）の調査結果は、以下に示す方法により一定の地域内に

おける、深層崩壊が発生する「相対的な危険度」を示したものであり、評価区域内で

の適合性を最適化するため、評価区域毎に評価要素の指標を分析、設定しています。

このため、評価結果は、あくまで、評価区域内での相対評価であり、評価区域が異な

る場所と評価結果を比較する事ができないことに注意してください。 

 

 

資料１で示す範囲について、「深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」（独

立行政法人土木研究所）に基づき調査を行っており、概略の手順は以下のとおりです。 

① 空中写真判読等により、比較的簡便に調査が可能な以下のＡ～Ｃの３要素を調査し、

約 1km2 の渓流毎に整理 

Ａ 深層崩壊の発生実績 

Ｂ 地質構造及び微地形要素 

Ｃ 地形量（勾配及び集水面積） 

② 地質や気候条件が概ね等しいと考えられる地域（以下、評価区域）毎に、Ｂ及びＣの

指標を分析・設定 

③ 評価区域内の相対的な危険度を、３要素の有無により４段階（３つあり、２つあり、

１つあり、なし）で評価し、地図に色分けして表示（資料２） 

 

 

 

 

 

A

B C
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○「深層崩壊」とは？ 

 

・ 深層崩壊とは、山崩れ･崖崩れなどの斜面崩壊のうち，すべり面が表層崩壊よ

りも深部で発生し，表土層だけでなく、深層の地盤までもが崩れ落ちる比較的規

模の大きな崩壊現象で、平成 13～22 年の 10 年間で 31 件（土木研究所 HP 資料

より整理）の発生を確認しています。 

・ 毎年概ね千件程度（砂防部 HP 資料より整理、H19～H23 の 5 年平均で 1054 件）

発生している土砂災害全体と比べれば、深層崩壊の発生頻度は低いですが、ひと

たび発生すると大きな被害を及ぼすこ

とがあります。 

 

（参考１） 

「表層崩壊」：山崩れ･崖崩れなどの斜面崩壊

のうち，厚さ 0.5～2.0m 程度の表層が、表層

土と基盤層の境界に沿って滑落する比較的

規模の小さな崩壊のこと。 

（砂防用語集） 

（参考２） 

深層崩壊の定義の提案 

山地および丘陵地の斜面の一部が表土層

（風化の進んだ層）のみならずその下の基盤を含んで崩壊する現象を指す。その特徴を述べ

れば移動土塊・岩塊の動きは突発的で一過性であり、その移動速度は大きく、運動中に激し

い攪乱を受けて原形を保たない場合が多い。 

特定の地質や地質構造の地域で多く発生し、特に我が国では四万十帯などの付加体におけ

る発生頻度が高い。すべり面の位置が深いために樹木の根系による崩壊抑止効果は期待でき

ない。表層崩壊に比べて土砂量は大きく、土砂量の範囲は極めて広い。土砂量が大きいほど

等価摩擦係数が小さくなり到達距離は大きくなる傾向を持つ。土砂量が大きいほど発生頻度

は小さくなる。発生誘因には、降雨、地震、融雪、火山噴火等があるが、発生件数からは、

降雨と地震によるものが多い。 

（「深層崩壊に関する基本事項に係わる検討委員会 報告・提言」(社)砂防学会 H24.3） 

 

 

（今回公表する区域における調査結果へのお問合せ先） 

近畿地方整備局河川部河川計画課  担当）木下、北川 

住所）大阪市中央区大手前 1-5-44 

電話）06-6945-6355 
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86‐01
紀伊山地
（四万十帯）

86‐04
真名川流域
（美濃帯）

86‐03
真名川流域
（飛騨帯）

86‐02
紀伊山地
（秩父帯）

凡 例

評価区域

近畿地方整備局管内 深層崩壊渓流（小流域）レベル評価区域図

＜注釈＞
•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価区域図は、国土交通省が土木研究所資料第4115号「深層崩壊の

発生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」を用いて渓流レベル評価を行った区域を示したものです。
•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などにより、机上調査で評価する簡易的な評価
手法を用いており、現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構造物の安全性等の評
価を左右するものではありません。
•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うために、評価区域毎にその区域における実
績（崩壊跡地分布）を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、異なる評価区域間で、
評価結果を比較することはできません。
※あくまでも評価区域内における相対評価を行っているものであり、他エリアの評価区域において同じ

評価レベル結果であったとしても、危険度が同程度であるということを示すものではありません。
•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生

危険度を評価したものであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありません。

資料１



86‐01
紀伊山地
（四万十帯）

深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第339号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。

評価区域

相対的な危険度の高い渓流

相対的な危険度のやや高い渓流

相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流

凡　例

＜注釈＞
•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発

生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成しました。
•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などにより、机上調査で評価する簡易的な評価
手法を用いており、現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構造物の安全性等の評
価を左右するものではありません。
•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うために、評価区域毎にその区域における実
績（崩壊跡地分布）を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、異なる評価区域間で、
評価結果を比較することはできません。
※あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っているものであり、他エリアの評価マップにおいて

同じ評価レベル結果であったとしても、危険度が同程度であるということを示すものではありません。
•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生

危険度を評価したものであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありません。
• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対評価したものです。なお、平成23年台風12
号による紀伊山地での災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となった場所でも深層崩壊が発
生した事例があります。
•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくものですが、台風12号により発生した深層崩

壊地は反映されていません。今後の調査・研究によっては評価結果等が変わることがあります。

資料２



86‐02
紀伊山地
（秩父帯）

深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ

評価区域

相対的な危険度の高い渓流

相対的な危険度のやや高い渓流

相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流

凡　例

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第339号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。

＜注釈＞
•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発

生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成しました。
•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などにより、机上調査で評価する簡易的な評価
手法を用いており、現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構造物の安全性等の評
価を左右するものではありません。
•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うために、評価区域毎にその区域における実
績（崩壊跡地分布）を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、異なる評価区域間で、
評価結果を比較することはできません。
※あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っているものであり、他エリアの評価マップにおいて

同じ評価レベル結果であったとしても、危険度が同程度であるということを示すものではありません。
•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生

危険度を評価したものであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありません。
• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対評価したものです。なお、平成23年台風12
号による紀伊山地での災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となった場所でも深層崩壊が発
生した事例があります。
•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくものですが、台風12号により発生した深層崩

壊地は反映されていません。今後の調査・研究によっては評価結果等が変わることがあります。

資料２



86‐03
真名川流域
（飛騨帯）

＜注釈＞
•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発

生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成しました。
•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などにより、机上調査で評価する簡易的な評価
手法を用いており、現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構造物の安全性等の評
価を左右するものではありません。
•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うために、評価区域毎にその区域における実
績（崩壊跡地分布）を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、異なる評価区域間で、
評価結果を比較することはできません。
※あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っているものであり、他エリアの評価マップにおいて

同じ評価レベル結果であったとしても、危険度が同程度であるということを示すものではありません。
•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生

危険度を評価したものであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありません。
• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対評価したものです。なお、平成23年台風12
号による紀伊山地での災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となった場所でも深層崩壊が発
生した事例があります。
•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくものであり、今後の調査・研究によっては評価

結果等が変わることがあります。

深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ

評価区域

相対的な危険度の高い渓流

相対的な危険度のやや高い渓流

相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流

凡　例

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第339号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。

資料２



86‐04
真名川流域
（美濃帯）

深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ

評価区域

相対的な危険度の高い渓流

相対的な危険度のやや高い渓流

相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流

凡　例

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第339号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。

＜注釈＞
•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発

生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成しました。
•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などにより、机上調査で評価する簡易的な評価
手法を用いており、現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構造物の安全性等の評
価を左右するものではありません。
•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うために、評価区域毎にその区域における実
績（崩壊跡地分布）を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、異なる評価区域間で、
評価結果を比較することはできません。
※あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っているものであり、他エリアの評価マップにおいて

同じ評価レベル結果であったとしても、危険度が同程度であるということを示すものではありません。
•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生

危険度を評価したものであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありません。
• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対評価したものです。なお、平成23年台風12
号による紀伊山地での災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となった場所でも深層崩壊が発
生した事例があります。
•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくものであり、今後の調査・研究によっては評価

結果等が変わることがあります。

資料２



深層崩壊の特徴



深層崩壊とは？

 特 徴
1) 斜面を構成する土塊は崩壊と同時にバラバラになって移動するか，

あるいは原形を留めてすべり始めた後にバラバラになる。
2) 崩壊土塊（土砂）は高速で移動する。
3) 崩壊土塊（土砂）の大部分は崩壊範囲の外へ移動する場合が多い。

「深層崩壊」
「山崩れ･崖崩れなどの斜面崩壊のうち，

すべり面が表層崩壊よりも深部で発生し，
表土層だけでなく
深層の地盤までもが崩壊土塊となる
比較的規模の大きな崩壊現象．」

※（「改訂 砂防用語集」）



豪雨による深層崩壊の例

宮崎県鰐塚山
（2005年）

宮崎県耳川
（2005年）

天然ダム

土石流

深層崩壊

深層崩壊
深層崩壊に伴う移動土塊がそのまま
土石流となって流れくだる場合や、
天然ダムを形成する場合などがある。



深層崩壊に起因する土砂災害

天然ダムの形成・決壊
土石流の流下

崩壊

天然ダムの
形成･欠壊

湛水による
被害

欠壊による
下流氾濫

崩壊

土石流の流下

土石流による
被害

崩壊

天然ダムの
形成・欠壊

欠壊による
下流氾濫

・鰐塚山山系の土石流（Ｈ17.9）
・水俣市土石流（Ｈ15.7）
・針原地区土石流（Ｈ9.7）

天然ダムの
形成・決壊

天然ダムの
形成・決壊

決壊による
下流氾濫

決壊による
下流氾濫



深層崩壊と雨量の関係

降り始めから深層崩壊発生までの雨の量(mm)
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熊本県水俣

多量の降雨に伴い発生。
降雨ピーク後に発生することもある。



深層崩壊の発生要因の整理

厚さDの深層崩壊発生については

① 勾配，比高の増大
② 強度の低下
③ 間隙水圧の上昇

安全率が低下する

h

D

β

θ

W
u

崩壊斜面

基岩 H

h´

 



sin

tancos
Wg

UWgCFS



   22

tan
hDhcC 




 DhW
tan2

物理仮定に基づく発生要因の整理

Fs:安全率, U:斜面の抵抗力, g:重力加速度, β:崩壊斜面勾配, φ:内部摩擦角, h:崩壊斜面の比
高, D:崩壊深, θ:崩壊した斜面全体の平均勾配, ρ:土の比重



隆起

谷の削剥

②強度（c，
φ）の低下

岩盤の風化

③間隙水圧

の増大

雨水・地下水

の集中

機構
崩壊発生に

直接的な要因
長い・徐々

に変化

短い・急激
に変化

斜面に兆候が
現れている

可能性が高い

(例：数万年)

(例：数百年)

(例：１降雨)

深
層
崩
壊
発
生

①勾配・比高

の増大

変化する時間スケール

深層崩壊の発生要因の整理

深層崩壊に関連する要因と時間スケール



深層崩壊危険地域に関する調査（H22.8推定頻度マップ公表）

 明治期以降の深層崩壊事例を約１２０事例収集。
 事例から、第四紀隆起量と地質との関係を整理分析、統一的な指標で深層崩壊の危険性

を検討し「深層崩壊推定頻度マップ」を作成し、公表（H22.8月）。

第四紀隆起量、地質と深層崩壊発生密度の関係

●第四紀隆起量が大きいほど崩壊密
度は大きい

●第四系の地域では、それ以外の地
域に比べて崩壊密度が小さい

●付加体では、付加体以外に比べて
大きい

深層崩壊の発生事例の分析

※プレートの沈み込みに伴い、陸側のプレートに
付加された海底堆積物等からなる地質体

※
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深層崩壊のおそれのある渓流の抽出
「渓流（小流域）レベル評価」



深層崩壊の発生に関連する要素
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Ａ 既往の深層崩壊発生箇所の近接地域で発生しやすい
既往の深層崩壊跡地を判読し、跡地を有する渓流を抽出
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Ｂ 深層崩壊発生と関連性の高いと考えられる微地形・地質構造

隆起や岩盤の風化などによる岩盤の変形に起因すると考えられる岩盤の「ゆるみ」など

深層崩壊の発生に関連する要素

①微地形指標の判読

②的中率、カバー率を算定

③深層崩壊と関連性の高い微地形指標を抽出

深層崩壊跡地 微地形要素Ⅰ 微地形要素Ⅱ

渓流Ａ ▲ ◆ ●

渓流Ｂ ◆

渓流Ｃ ▲ ●

渓流Ｄ ◆

渓流Ｅ

カバー率 － １／２ ２／２

的中率 － １／３ ２／２

この地域の例では、

円弧状クラック
または

岩盤クリープ斜面

を、微地形指標として選択し、
指標に適合する微地形が多い渓流を抽出

渓流抽出作業イメージ



Ｃ 深層崩壊発生と関連性の高いと考えられる地形量

「斜面の勾配」と「集水面積」の組合せ

深層崩壊の発生に関連する要素

①斜面勾配と集水面積の算出

②斜面勾配と集水面積の組合せごとのメッシュ数整理

③斜面勾配と集水面積毎の深層崩壊跡地数を整理

④斜面勾配と集水面積毎の深層崩壊跡地面積率算出

崩壊跡地面積率の高い組合せを指標として選択し、
指標に適合する斜面が多い渓流を抽出

渓流抽出作業イメージ



深層崩壊の発生に関連する評価指標の適用性検証

３つの要素を評価軸に「深層崩壊渓流レベル評価」を実施
Ａ発生実績 Ｂ地質構造及び微地形 Ｃ地形量

※②、③は、評価区域毎に深層崩壊跡地と関連性が高い微地形の種類、または地形量を選択

紀伊山地における深層崩壊渓流レベル評価と
台風12号における深層崩壊発生箇所

（地質:四万十帯）

凡 例

台風12号で発生した深層崩壊
相対的な危険度が高い渓流
相対的な危険度がやや高い渓流
相対的な危険度がやや低い渓流
相対的な危険度が低い

危険度別渓流数と台風12号による深層崩壊発生状況（紀伊山地:四万十帯）

※一つの渓流内で複数個の深層崩壊が発生したものも、1渓流として計上

Ａ

Ｂ Ｃ



渓流レベル評価結果の留意事項

• 評価区域毎に深層崩壊実績（崩壊跡地分布）と関連性が高い指標を設定
して評価していることから、異なる評価区域間で、評価結果を比較すること
はできません 。

• 渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積の渓流毎に、相対的な
深層崩壊の発生危険度を評価したものであり、個別の斜面の危険性を判
断するものではありません。

• 空中写真判読や、地質図、地形図などにより、机上調査で評価する簡易的な評価手法で
あり、現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構造物の安全性等の評
価を左右するものではありません。
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